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１．窓口受付時間変更の概要

窓口受付時間：９時００分～16時30分 （勤務時間8時30分～17時15分）

電話受付時間：９時０0分～1６時３０分
※地区センター等は実施しない

対 象 窓 口：本庁舎全所属と地区センター等
※地区センター（入間川、堀兼、狭山台、新狭山、奥富、柏原、水富）、入曽地域交流センター、

サービスコーナー（水野、広瀬）

開 始 日 ：令和８年2月2日（月）



窓口受付時間：９時００分～16時30分 （勤務時間8時30分～17時15分）

2.窓口受付時間短縮の実施方法（窓口）

＜時間外勤務の常態化の解消と質の高い行政サービスの提供＞
・システムの立ち上げや窓口用端末の設置などで、毎日15分程度
勤務時間よりも前に来て準備をしている。

・課内や関係課で情報共有や改善策の検討をする時間や、窓口や
電話で正確に早く案内できるよう知識習得の時間が欲しいとい
う意見がある。

＜時間外勤務の常態化の解消＞
・17時15分間際の窓口対応や窓口対応に伴う手続き処理などに
より、時間外勤務となっている。

・窓口受付時間終了後の窓口用端末の片付け、レジ締め、入力内
容の確認などの作業により、時間外勤務となっている。

⇒市民課ではこれらにより約45分間時間外勤務をしている。

準備15分 + 情報共有・知識習得15分 ＝ 30分短縮 窓口対応・片付け ＝ 45分短縮
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実施前

実施後



＜窓口受付開始＞
① 8時56分：市歌を流す（職員は看板、パーテーション、アクリル板を撤去する）
② 9時00分：チャイム（ウェストミンスターの鐘）を流し、窓口受付の開始を知らせる

＜窓口受付終了＞
③16時23分：別れのワルツを流し、「窓口は16時30分まで」のアナウンスを流す
④16時30分：チャイム（ウェストミンスターの鐘）を流し、窓口受付の終了を知らせる

（職員は看板、パーテーション、アクリル板を設置する）

2.窓口受付時間短縮の実施方法（窓口）
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電話受付時間：９時００分～16時30分 （勤務時間8時30分～17時15分）

→窓口受付時間と合わせて実施する（地区センター等は実施しない）

2.窓口受付時間短縮の実施方法（電話）

＜本庁舎全所属のダイヤルインの自動音声＞
① → 誠に恐れ入りますが急用のお客様は代表04-2953-
1111へおかけ直しいただきますようお願い申し上げます。
→ ③
が繰り返し流れる（ダイヤルインに繋がらない）

＜代表電話の自動音声＞
①お電話ありがとうございます。こちらは狭山市役所です。

只今の時間は受付時間外となっております。
受付時間は祝日を除く月曜から金曜の9時00分から16時30分までとなっております。

②急用の場合は、このまましばらくお待ちください。
③手続きのご案内については、市公式ホームページや手続きガイドでも確認できるほか、

住民票などの一部証明書の取得は、コンビニ交付のご利用が便利でお得です。
④なお、この通話は対応品質向上のため、録音させていただいております。

予めご了承ください。
→その後電話交換手に繋がり、電話交換手は対象課に繋ぐ。

4



3.見込まれる効果
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３．経費の削減

２．情報共有等の時間の確保

１．働き方改革の推進

（１）時間外勤務手当の削減
開庁準備4名×15分×256日＝256時間
閉庁後窓口対応・片付け13名×約60分×256日＝3,328時間

（256時間＋3,328時間）×平均時間外勤務単価2,520円＝約900万円（市民課分）
また、市民課窓口に影響する保険年金課、こども支援課、介護保険課等の時間外勤務手当を考慮すると、
1,000万円超の削減に繋がる。

（２）その他経費の削減
窓口受付時間短縮による光熱費などの庁舎管理に係る経費の削減に繋がる。

職員の負担軽減、内部事務の時間の確保、職場環境やワークライフバランスの向上、業務の効率化
に繋がる。

情報共有、業務改善の検討、デジタル化の推進、制度改正等に対応するための勉強会、政策立案などの時間
の確保ができることで、これまで以上に質の高い行政サービスの提供に繋がる。



4．職員向けガイドラインの作成

窓口受付時間短縮に関するガイドラインを作成
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5．市民への周知

①広報さやま（１１，１２，１月号）
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5．市民への周知

②公式ホームページ、SNS（LINE、X、Facebook）



5．市民への周知

③本庁舎玄関、各窓口、駐車場の貼り紙
④市役所、市民会館、サンパーク奥富、イオンそよら武蔵狭山のデジタルサイネージ
⑤狭山市駅東西自由通路、市内循環バス茶の花号
⑥12月3日付毎日新聞に掲載 など
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6．他市の実施状況

県内では所沢市、日高市、川越市、吉川市、八潮市において、窓口受付時間短縮を実施予定
全国では約160自治体が窓口受付時間短縮を実施済み及び実施予定

自治体 窓口受付時間 電話の短縮 開始時期 対象施設

志木市 8:45～16:30 あり 令和7年4月1日 本庁舎全体、水道庁舎、総合福祉センターの一部 他

久喜市 8:45～16:30 あり 令和7年7月7日 本庁舎全体、第二庁舎、行政センター、保健センター 他

北本市 8:45～16:30 なし 令和7年10月1日 本庁舎全体、土地区画整理事務所

川口市 9:00～16:30 なし 令和7年10月1日 本庁舎全体、各支所、環境センター、水道庁舎、消防局

三郷市 8:45～16:30 あり 令和8年2月2日 本庁舎全体、健康福祉会館、出張所、各連絡所 他

飯能市 9:00～16:00 あり 令和8年4月1日 本庁舎全体、保健センター、子育て支援センター 他

上里町 8:45～16:30 なし 令和8年4月1日 本庁舎全体、保健センター、福祉町民センター 他

入間市 9:00～16:30 あり 令和8年7月1日 本庁舎全体、男女共同参画推進センター
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7．コンビニやオンラインでできるサービス
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7．コンビニやオンラインでできるサービス
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7．コンビニやオンラインでできるサービス
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7．コンビニやオンラインでできるサービス
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8．窓口業務の改善及び適正化に向けた取組の対応状況

「窓口受付時間等の見直し」以外の対応策により窓口業務の改善及び適正化をしたものの例
＜業務の見直し＞

①印鑑登録の手続きフローの見直し（市民課）
②業務に集中しやすい窓口当番制への変更（市民課）
③支援措置に関する関係課の連携強化（市民課、市民相談課）

＜人材育成・組織体制等の見直し＞
④カスハラへの対応の強化（職員課）
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8．窓口業務の改善及び適正化に向けた取組の対応状況

①印鑑登録の手続きフローの見直し（市民課）

＜変更前＞

＜変更後＞

＜効果＞
・印影の取得を朱泥から朱肉に替えることのよる時間の短縮（約5分）
・印鑑を返却し受領の署名をもらう作業がなくなることによる時間の短縮（約5分）
・印鑑を持ち運ぶことによる破損等のリスクの回避

窓口で
印鑑を
預かる

印鑑を持ち
執務スペー
スに移動

執務スペー
スで朱泥で
印影を取る

執務スペー
スからレジ
に移動

レジで
印鑑を
返却する

印鑑が返却
された署名
をしてもらう

窓口で
印鑑を
預かる

窓口で
朱肉で

印影を取る

窓口で
印鑑を
返却する
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（約5分） （ 約5分 ）



7．窓口業務の改善及び適正化に向けた取組の対応状況

17

②業務に集中！ 当番制から担当制への変更（市民課）

これまでは・・・
・窓口当番中の職員が、締切の近づく内部事務の処理や打合せのために離席を
余儀なくされることもあり、窓口当番の人数が足りなくなることがあった
・離席中の窓口当番をカバーするために、当番ではない職員が窓口対応し、内部
事務が進捗しない

＜効果＞
・窓口業務に必要な職員が常に確保され、窓口処理の滞留が減少した
・職員が内部事務に専念できるようになり、業務効率が上がり、時間外勤務が減少
した



7．窓口業務の改善及び適正化に向けた取組の対応状況

③支援措置に関する関係課の連携強化（市民課、市民相談課）

＜変更前＞

＜変更後＞

＜効果＞
・DV等の状況説明をこれまで2回していたものが1回で済む

ようになり心理的、時間的負担軽減
・DV等の状況説明を周りに聞かれる恐れのある窓口ではなく

個室である相談室でできるようになり心理的負担軽減
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市民課に行く
③市民課窓口
で話をする（30
～60分）

市民相談室に
行く

⑤市民相談室
で話をする
（30～60分）

⑥支援措置が
開始される

市民課に行く
市民相談室に

行く

③⑤市民相談
室で話をする
（30～60分）

⑥支援措置が
開始される



7．窓口業務の改善及び適正化に向けた取組の対応状況

④カスハラへの対応の強化（職員課）
令和8年4月から職員課にハラスメント対策及び職員の健康管理等支援に係る事務を行う「安全衛

生担当課長」を置く
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